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データに
基づく

地域課題
の分析

取組内容・
目標の計画
への記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護
予防を実施

・ 保険者が、多職種が参加する地域ケ
ア会議を活用しケアマネジメントを支援

等

適切な指標に
よる実績評価

・ 要介護状態
の維持・改善
度合い

・ 地域ケア会
議の開催状
況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセ
ンティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支
援

保険者機能の強化等による⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組の推進

見直し内容

国による
分析支援

H23年
H27年

17.3

18.0

9.6
9.3

19.6

18.6

要介護認定率の推移

先進的な取組を⾏っている
和光市、大分県では

● 認定率の低下
● 保険料の上昇抑制

全国 和光市 大分県

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続
可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する
能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、

① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画へ
の記載）
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。

※主な法律事項
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

～ 保険者機能の抜本強化 ～
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○ 介護保険法（平成９年法律第１２３号） ※地域包括ケア強化法による改正後

第百二十条の二 都道府県は、第百十七条第五項の規定による市町村の分析を支援す
るよう努めるものとする。

２ 都道府県は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常

生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の
防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を支援する事業として厚生
労働省令で定める事業を行うよう努めるものとする。

第百二十二条の三 国は、前二条に定めるもののほか、市町村によるその被保険者の地
域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態
等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組を
支援するため、政令で定めるところにより、市町村に対し、予算の範囲内において、交
付金を交付する。

２ 国は、都道府県による第百二十条の二第一項の規定による支援及び同条第二項の規
定による事業に係る取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、
予算の範囲内において、交付金を交付する。
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【インセンティブの付与】

○ 都道府県や市町村に対する取組を推進するため、上記の評価については各市町村、
都道府県毎に、住民も含めて公開することとし、成果を他の地域と比較することにより
ＰＤＣＡサイクルに活用することとするのが適当である。

○ さらに、財政面においても、市町村や都道府県に対するインセンティブを設けること
も検討すべきである。

その具体的な内容については、市町村及び都道府県の取組は多様であり、追加財
源を確保した上で実施すべきとの意見がある一方、ディスインセンティブも組み合わ
せた上で財政中立で実施すべきとの意見もあった。また、自治体毎に人材やノウハウ、
地域資源などに大きな差異がある中で、自治体間の格差が広がらないように留意す
べきとの意見などもあり、これらの意見に留意しながら、丁寧な検討を行うことが適当
である。なお、保険者の取り組みは保険者機能そのものであるとともに、適正化自体
が保険者のインセンティブとなることや都道府県の支援と各市町村におけるアウトカ
ムとの関係が明確とは言い難いことから、インセンティブを設けるべきではないとの意
見もあった。

介護保険制度の見直しに関する意見
（平成28年12月９日社会保障審議会介護保険部会）

3



経済財政運営と改革の基本方針2017
～人材への投資を通じた生産性向上～（抄）

⑥ 介護保険制度等

介護ニーズに応じた介護サービスを確保し、地域包括ケアを推進する。保険者機
能の強化に向けた財政的インセンティブの付与の在り方について、地方関係者等の
意⾒も踏まえつつ、改正介護保険法 に盛り込まれた交付⾦の在り⽅を検討し、早
期に具体化を図るなど、⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組を促進する。あわせて、
調整交付⾦の活⽤についても検討する。また、介護医療院について、介護療養病床
等からの早期転換を促進するための報酬体系・施設基準を設定する。一人当たり介
護費⽤の地域差縮減に向けて、介護費や認定率の地域差や個別の⾃治体の取組を
「⾒える化」するとともに、好事例の全国展開を図る。
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要介護認定率に
約７．４倍の差

（※）調整交付金の計算方法
各市町村の普通調整交付金の交付額
＝ 当該市町村の標準給付費額 × 普通調整交付金の交付割合（％）

普通調整交付金の交付割合（％）
＝ ２７％ － （２２％ × 後期高齢者加入割合補正係数

× 所得段階別加入割合補正係数）

国庫負担金

20%

都道府県負担
12.5%

市町村負担

12.5%

第２号保険料
29%

調整交付金
平均5%

１．後期高齢者と前期高齢者の比率の違い

・前期高齢者（６５歳～７４歳）：認定率約４．４％

・後期高齢者（７５歳以上） ：認定率約３２．７％

後期高齢者の構成割合が大きい市町村
→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

２．被保険者の所得水準の違い

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村
→ 調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

【調整交付金の役割】
・ 保険者の給付水準が同じであり、
・ 収入が同じ被保険者であれば、
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

後期高齢者(75歳以上)が多い
保険者
低所得の高齢者が多い保険者

A町

第
１
号
保
険
料

実際は
6,200円

調整交付金が5%
であれば、11,200
円

調整交付金
を多く
（14.5%）
支給

調整交付金の財政調整の例

第
１
号
保
険
料

後期高齢者が少ない保険者
低所得の高齢者が少ない保険者

調整交付金5%で
あれば、4,050円

実際は、4,950円

B市

調整交付
金なし

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、国
庫負担金２５％のうち５％分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。

第1号保険料
平均22%

28%

調整交付金

5



社会保障の基盤づくりと人材投資の抜本強化

○ 改正介護保険法に盛り込まれた新たな交付金については、介護保険制度の財源構
成とは別に財源を確保し、地方団体における高齢者の自立支援や重度化防止の取
組が一層評価され、推進が図られるよう、適切な指標を設定したうえで実施すること。

○ 保険者機能の強化に向けた財政的インセンティブの付与について、「骨太の方針
2017」において、「あわせて、調整交付金の活用についても検討する」とされているが、
本来調整交付金は、保険者の責めによらない要因による第１号保険料の水準格差の
調整を行うものであり、その機能を損なうような措置を講じるべきではなく、新たな交
付金の財源に調整交付金を活用することは断じて行うべきでないこと。

平成30年度予算編成等について

（平成29年10月26日平成29年度第２回 国と地方の協議の場
資料２ 地方六団体提出資料（抄））
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平成29年10月25日
財政制度等審議会財政制度分科会資料
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